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備蓄物資保管業務（豊平川東側） 企画提案書作成要領 

 

１ 本書の目的 

  本書は、「備蓄物資保管業務（豊平川東側）」（以下「本業務」という。）の入札時に

提出する「企画提案書」を作成するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 全般的な留意事項 

(1) 企画提案書は、本業務に関する総合評価一般競争入札において、入札書とともに

本業務の落札者決定のための評価対象となる。そのため、企画提案内容を評価しや

すいよう具体的に分かりやすく記載すること。 

(2) 本市の要求事項を実現する内容についての記載が漏れていた場合、該当する評価

項目を採点しないので注意すること。 

(3) 企画提案内容は、提案者が確実に実現できる範囲で記載すること。企画提案書に

記載した内容は、提案金額（入札金額）の中で実施できるものとみなす。 

(4) 入札書・企画提案書の提出後に行う面接においては、企画提案書の内容と齟齬が

無いように注意すること。 

 

３ 企画提案書の内容 

  下記(1)から(6)までをもって企画提案書１式とする。 

  詳細は、別紙の記載例及び評価基準を参照すること。 

(1) 基本事項（組織体制、業務運営、スケジュール） 

(2) 確保予定の倉庫機能（倉庫機能、立地） 

(3) 既存防災備蓄倉庫からの備蓄物資搬送方法 

(4) 備蓄物資の保管及び在庫管理方法（保管方法、在庫管理方法） 

(5) 災害時の対応（体制、出庫作業） 

(6) 独自提案（※ある場合のみ） 

 

４ 企画提案書作成に当たっての留意事項 

(1) 企画提案書には表紙を付け、表題として「備蓄物資保管業務（豊平川東側）企画

提案書」と記載すること。 

(2) １部は製本し、社名を表紙に記載した上、本市の競争入札参加資格者名簿の登録

申請に使用した印鑑を押印すること。また、提案者の担当部門及び責任者を明示す

ること（これを「正本」という。）。 

(3) 正本の表面には「氏名（法人の場合はその名称又は商号）業務企画提案書」と記

載すること。 

(4) 印を押さない企画提案書を 10部作成すること（これを「副本」という。）。副本は

表紙に社名を記載しないこと。副本は製本せず、左側２か所をステープルで留める

こと。 

(5) 正本を除き、会社名（再委託予定先含む。）及び会社名を類推できる表現や氏名を

入れず、会社名については「当社」、氏名については、「Ａ」や「Ｂ」といった表現

で記載すること。ただし、これらが混在しないように留意すること。また、会社の

所在地についても、正本を除き、「北海道札幌市」など市町村までの記載とし、会社

を特定できないように留意すること。 

(6) 提出できる企画提案書は、１提案者につき１案までとする。複数案の提案は認め
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ない。 

(7) 体裁は下記ア～キのとおりとする。 

ア 企画提案書は原則としてＡ４判の用紙を用い、両面印刷、10 枚（20 ページ）

以内とすること。 

イ 表紙・目次、ページ下部にはページ番号を付与すること。 

ウ 難解な表現は避け、わかりやすい説明に努めること。また、専門用語など、一

般的に用いられない用語を使用する場合は、脚注もしくは用語集を用意するなど、

その意味がわかるようにすること。 

エ 企画提案書と別に資料を提出することは認めない。 

オ 企画提案書提出後の修正、追加、再提出は認めない。 

カ 企画提案に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

キ 提出された企画提案書等は返却しない。 

(8) 企画提案書の作成に当たり、現在の防災備蓄倉庫の見学が必要な場合は、６月 24

日～７月４日の間（平日のみ）、倉庫開放を行うため、担当課に連絡の上、日程調整

を行うこと。 

 

５ 著作権等に関する事項 

(1) 企画提案書の著作権は、それぞれの提案者に帰属する。 

(2) 札幌市が本件入札の実施に必要と認めるときは、企画提案書等を札幌市が使用す

ることを許諾するものとする（必要な改変、書類の複製を含む。）。なお、当該使用

に当たっては、札幌市は無償で使用できるものとする。 

(3) 提案者は、札幌市に対し、参加者が企画提案書を作成したこと及び第三者の著作

権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するも

のではないことを保証するものとする。 

(4) 企画提案書の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたと

きは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、札

幌市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

(5) 提出書類は、原則として公開しないが、提出された企画提案書その他入札の実施

に伴い提出された書類について、札幌市情報公開条例に基づき公開請求があったと

きは、同条例の定めるところにより公開する場合がある。 

 

６ 参考資料 

(1) 札幌市防災備蓄倉庫整備方針 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/saigaibitiku/documents/sok

oseibihoushin.pdf 

(2) 札幌市災害時物資供給マニュアル 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/supply/documents/20250331busshimanu

al.pdf 
(3) 札幌市避難場所基本計画 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/documents/kihonkeikaku.pdf 
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